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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　照明器具に設けられた一対のソケットである第一ソケットと第二ソケットとの間に、挿
入方向に挿入されることで前記照明器具に取り付けられるランプであって、
　内方に半導体発光素子が設けられた筐体と、
　前記筐体の一端部に設けられ、先端部が前記第一ソケットに着脱可能に取り付けられる
第一接続部と、
　前記筐体の他端部に設けられ、先端部が前記第二ソケットに着脱可能に取り付けられる
第二接続部とを備え、
　前記第一接続部及び前記第二接続部は、本体部が樹脂材料からなり、
　前記第一接続部の本体部及び前記第二接続部の本体部のうち少なくとも一方は、先端部
の前記挿入方向の端部に、前記筐体の軸方向において前記筐体から遠ざかるほど前記筐体
の中心軸に近づく傾斜面を有する
　ランプ。
【請求項２】
　前記第二接続部の本体部は、先端部に、前記第二接続部の前記第二ソケットへの取り付
けを前記挿入方向に案内する突出状のガイド部を有し、
　前記傾斜面は、前記ガイド部の前記挿入方向の端部に形成されている
　請求項１に記載のランプ。
【請求項３】
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　さらに、
　前記筐体の内方に設けられ、前記半導体発光素子が実装された実装基板と、
　前記筐体の内方に設けられ、前記実装基板が載置された基台とを備え、
　前記ランプが前記照明器具に取り付けられた場合に前記基台が前記照明器具側に配置さ
れるように前記ランプが前記照明器具に挿入される方向を前記挿入方向とし、前記傾斜面
は、前記先端部の前記挿入方向の端部に形成されている
　請求項１または２に記載のランプ。
【請求項４】
　前記第一接続部は、アース用のピンを有するアース用口金であり、
　前記第二接続部は、電力を受電する受電用口金である
　請求項１～３のいずれか１項に記載のランプ。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１項に記載のランプと、
　前記照明器具と
　を備える照明装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発光ダイオード（ＬＥＤ：Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）等
の半導体発光素子を用いたランプ及び照明装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ＬＥＤ等の半導体発光素子は、高効率で省スペースな光源として、各種ランプに
用いられている。このＬＥＤが用いられたランプ（ＬＥＤランプ）としては、従来の白熱
電球や蛍光灯の形状を維持しながら、発光原理としてＬＥＤを利用したＬＥＤ電球や、直
管形ＬＥＤランプ、あるいは、丸管形のＬＥＤランプなどが知られている（例えば、特許
文献１参照）。
【０００３】
　このうち、直管形蛍光灯の代替商品として注目される直管形ＬＥＤランプは、照明器具
に設けられた一対のソケットの間に挿入され、直管形ＬＥＤランプの両端部の口金が当該
一対のソケットに嵌め込まれることで、当該照明器具に取り付けられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－０４３４４７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記従来の直管形ＬＥＤランプでは、照明器具への取り付けをスムーズ
に行うことができない場合があるという問題がある。
【０００６】
　つまり、当該直管形ＬＥＤランプを照明器具に取り付ける際に、照明器具のソケットに
直管形ＬＥＤランプの口金の先端のエッジ部分が接触し、直管形ＬＥＤランプを一対のソ
ケットの間にスムーズに挿入することができない場合がある。
【０００７】
　この問題の要因のひとつとして、ＬＥＤを光源として使用する直管形ＬＥＤランプと従
来の直管形蛍光灯との構造の違いが挙げられる。すなわち、従来の直管形蛍光灯は、長尺
状の筐体の両端部に一対の放電用電極を有し、中空の筐体内を放電空間として発光させる
ものである一方、直管形ＬＥＤランプは、複数のＬＥＤを発光させるものである。ただし
、ＬＥＤはその発光特性により、発光エリアが限られている。
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【０００８】
　そのため、できる限り広角に配光を取ろうと筐体内にてＬＥＤを配置する箇所を設計す
るが、どうしても筐体内で荷重バランスに偏りが生じてしまうので、結果として、照明器
具への直管形ＬＥＤランプの挿入が困難になりやすい。特に、直管形ＬＥＤランプは長尺
状であるので、照明器具の一対のソケットの間に正確に挿入するのは困難であり、正確に
挿入できなければ、当該ソケットに当該口金の先端のエッジ部分が接触する。
【０００９】
　本発明は、このような問題を解決するためになされたものであり、照明器具への取り付
けをスムーズに行うことができるランプ及び照明装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的を達成するために、本発明の一態様に係るランプは、照明器具に設けられた一
対のソケットである第一ソケットと第二ソケットとの間に、挿入方向に挿入されることで
前記照明器具に取り付けられるランプであって、内方に半導体発光素子が設けられた筐体
と、前記筐体の一端部に設けられ、先端部が前記第一ソケットに着脱可能に取り付けられ
る第一接続部と、前記筐体の他端部に設けられ、先端部が前記第二ソケットに着脱可能に
取り付けられる第二接続部とを備え、前記第一接続部及び前記第二接続部のうち少なくと
も一方は、先端部の前記挿入方向の端部に、前記筐体の軸方向において前記筐体から遠ざ
かるほど前記筐体の中心軸に近づく傾斜面を有する。
【００１１】
　これによれば、２つの接続部のうち少なくとも一方の接続部は、先端部の挿入方向の端
部に、筐体から遠ざかるほど筐体の中心軸に近づく傾斜面を有する。このため、ランプを
照明器具に取り付ける際に、照明器具のソケットにランプの接続部（口金）の先端部分が
接触しても、当該ソケットにはランプの口金の当該傾斜面が接触するため、ランプを一対
のソケットの間にスムーズに挿入することができる。これにより、当該ランプを照明器具
にスムーズに取り付けることができる。
【００１２】
　また、好ましくは、前記第二接続部は、先端部に、前記第二接続部の前記第二ソケット
への取り付けを前記挿入方向に案内する突出状のガイド部を有し、前記傾斜面は、前記ガ
イド部の前記挿入方向の端部に形成されている。
【００１３】
　これによれば、傾斜面は、ソケットへの取り付けを案内する突出状のガイド部の端部に
形成されている。ここで、ガイド部は突出状であるので、ランプを照明器具に取り付ける
際に、ソケットにガイド部が接触しやすい。このため、ガイド部に傾斜面を形成すること
で、照明器具のソケットに接続部のガイド部が接触しても、当該ソケットにはガイド部の
当該傾斜面が接触するため、ランプを一対のソケットの間にスムーズに挿入することがで
きる。これにより、当該ランプを照明器具にスムーズに取り付けることができる。
【００１４】
　また、好ましくは、さらに、前記筐体の内方に設けられ、前記半導体発光素子が実装さ
れた実装基板と、前記筐体の内方に設けられ、前記実装基板が載置された基台とを備え、
前記ランプが前記照明器具に取り付けられた場合に前記基台が前記照明器具側に配置され
るように前記ランプが前記照明器具に挿入される方向を前記挿入方向とし、前記傾斜面は
、前記先端部の前記挿入方向の端部に形成されている。
【００１５】
　これによれば、ランプが照明器具に取り付けられた場合に基台が照明器具側に配置され
るように、ランプが照明器具に挿入される方向を挿入方向とし、接続部の当該挿入方向の
端部に傾斜面を形成する。ここで、半導体発光素子が照明器具側に配置された場合には、
半導体発光素子から発光される光が照明器具に妨げられるため、基台を照明器具側に配置
して、当該光を照明器具とは逆側の向きに発光させる必要がある。このため、接続部の傾
斜面を目印として、当該傾斜面を照明器具に向けて挿入することで、ランプを照明器具に
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スムーズに取り付けることができるとともに、半導体発光素子からの光が照明器具とは逆
側の向きに発光するように配置することができる。
【００１６】
　また、本発明は、このようなランプとして実現することができるだけでなく、当該ラン
プと照明器具とを備える照明装置として実現することもできる。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明に係るランプによれば、照明器具への取り付けをスムーズに行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の実施の形態１に係るランプを備える照明装置の外観を示す斜視図である
。
【図２Ａ】本発明の実施の形態１に係るランプの外観を示す斜視図である。
【図２Ｂ】本発明の実施の形態１に係るランプの内部構成を示す断面図である。
【図３】本発明の実施の形態１に係る第一接続部の外観を示す斜視図である。
【図４Ａ】本発明の実施の形態１に係る第一接続部の構成を示す平面図である。
【図４Ｂ】本発明の実施の形態１に係る第一接続部の構成を示す平面図である。
【図５Ａ】本発明の実施の形態１に係る第一接続部の筐体側の端部の構成を説明する図で
ある。
【図５Ｂ】本発明の実施の形態１に係る第一接続部の筐体側の端部の構成を説明する図で
ある。
【図６】本発明の実施の形態１に係る第二接続部の外観を示す斜視図である。
【図７Ａ】本発明の実施の形態１に係る第二接続部の構成を示す平面図である。
【図７Ｂ】本発明の実施の形態１に係る第二接続部の構成を示す平面図である。
【図８Ａ】本発明の実施の形態１に係る照明器具が備える第一ソケット及び第二ソケット
の構成を示す平面図である。
【図８Ｂ】本発明の実施の形態１に係る第一ソケットの構成を示す正面図である。
【図８Ｃ】本発明の実施の形態１に係る第二ソケットの構成を示す正面図である。
【図９】本発明の実施の形態１に係るランプの照明器具への取り付けを説明する図である
。
【図１０Ａ】本発明の実施の形態１に係るランプの照明器具への取り付けを説明する図で
ある。
【図１０Ｂ】本発明の実施の形態１に係るランプの照明器具への取り付けを説明する図で
ある。
【図１１】本発明の実施の形態１に係るランプが照明器具に取り付けられた状態を示す断
面図である。
【図１２Ａ】本発明の実施の形態１の変形例１に係るランプの構成を示す平面図である。
【図１２Ｂ】本発明の実施の形態１の変形例１に係るランプの構成を示す平面図である。
【図１３Ａ】本発明の実施の形態１の変形例２に係るランプの構成を示す平面図である。
【図１３Ｂ】本発明の実施の形態１の変形例２に係るランプの構成を示す平面図である。
【図１４Ａ】本発明の実施の形態１の変形例３に係るランプの構成を示す平面図である。
【図１４Ｂ】本発明の実施の形態１の変形例３に係るランプの構成を示す平面図である。
【図１５Ａ】本発明の実施の形態１の変形例４に係るランプの構成を示す平面図である。
【図１５Ｂ】本発明の実施の形態１の変形例４に係るランプの構成を示す平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明の実施の形態に係るランプについて、図面を参照しながら説明する。
【００２０】
　（実施の形態１）
　まず、本発明の実施の形態１に係るランプについて、図面を用いて説明する。
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【００２１】
　図１は、本発明の実施の形態１に係るランプ１００を備える照明装置１０の外観を示す
斜視図である。
【００２２】
　同図に示すように、照明装置１０は、例えば、天井等に固定具を介して装着される装置
であり、ランプ１００と、ランプ１００が取り付けられる照明器具２００とを備えている
。
【００２３】
　ランプ１００は、照明器具２００に設けられた一対のソケットの間に挿入方向Ｘ（同図
では鉛直方向上向き）に挿入されることで、照明器具２００に取り付けられる直管形ＬＥ
Ｄランプである。
【００２４】
　照明器具２００は、ランプ１００と電気的に接続され、かつ、ランプ１００を保持する
一対のソケットである第一ソケット２１０及び第二ソケット２２０と、第一ソケット２１
０及び第二ソケット２２０が取り付けられる器具本体２３０と、回路ボックス（図示せず
）とを備えている。
【００２５】
　また、器具本体２３０の内面２３０ａは、ランプ１００から発せられた光を所定方向（
例えば、下方）に反射させる反射面となっている。なお、回路ボックスは、その内部に、
スイッチ（図示せず）がオン状態ではランプ１００に給電し、オフ状態では給電しない点
灯回路を収納している。
【００２６】
　次に、ランプ１００の構成について詳述する。
【００２７】
　図２Ａは、本発明の実施の形態１に係るランプ１００の外観を示す斜視図であり、図２
Ｂは、本発明の実施の形態１に係るランプ１００の内部構成を示す断面図である。
【００２８】
　ランプ１００は、電極コイルを用いた従来の一般直管蛍光灯と略同形の直管形ＬＥＤラ
ンプである。これらの図に示すように、ランプ１００は、長尺筒状の筐体１３０と、筐体
１３０内方に配置されたＬＥＤモジュール１３１及び基台１３２と、筐体１３０の両端部
に接続された第一接続部１１０及び第二接続部１２０とを備えている。
【００２９】
　筐体１３０は、ＬＥＤモジュール１３１及び基台１３２を収納するための直管（外囲器
）である。筐体１３０は、両端部に開口を有する長尺筒体であり、その横断面形状は円環
状である。筐体１３０としては、ガラス管またはプラスチック管等の透光性材料で構成す
ることができる。なお、筐体１３０は、横断面形状が円環状の筐体には限定されず、横断
面の外周縁の形状が角形状や半円形状であり、内周縁の形状が円形状、半円形状または角
形状であるなど、どのような形状であってもかまわない。
【００３０】
　また、例えば、本実施の形態に係る筐体１３０の内周縁の形状が半円形状である場合（
第一の筐体と称する）、アルミ板などで形成された第二の筐体を準備し、第一及び第二の
筐体を組み合せることで、筐体１３０としてもよい。この場合、第二の筐体は、後述の基
台１３２として作用する部材を使用することもできる。
【００３１】
　ＬＥＤモジュール１３１は、ＬＥＤ１３１ａと実装基板１３１ｂとを備えている。
【００３２】
　ＬＥＤ１３１ａは、半導体発光素子の一例であって、実装基板１３１ｂ上に直接実装さ
れる。ＬＥＤ１３１ａは、実装基板１３１ｂの長手方向に沿ってライン状（一直線状）に
複数、一列に配列されている。
【００３３】



(6) JP 5834220 B2 2015.12.16

10

20

30

40

50

　実装基板１３１ｂは、ＬＥＤ１３１ａを実装するためのＬＥＤ実装用基板であって、本
実施の形態では、長尺矩形形状の基板である。実装基板１３１ｂとしては、アルミナまた
は透光性の窒化アルミニウムからなるセラミックス基板、アルミニウム合金からなるアル
ミニウム基板、透明なガラス基板または樹脂からなる可撓性のフレキシブル基板（ＦＰＣ
）等を用いることができる。
【００３４】
　基台１３２は、筐体１３０に覆われるように配置される。本実施の形態では、基台１３
２は、筐体１３０の内部に配置されるとともに筐体１３０に固定される。基台１３２は、
ＬＥＤモジュール１３１を載置するための長尺状の部材である。
【００３５】
　また、基台１３２としては、ＬＥＤモジュール１３１の熱を放熱するための放熱体（ヒ
ートシンク）としても機能するものであることが好ましい。従って、基台１３２は、金属
等の高熱伝導性材料によって構成することが好ましく、本実施の形態では、アルミニウム
からなる長尺状のアルミニウム基台である。また、本実施の形態の基台１３２は、両端が
第一接続部１１０及び第二接続部１２０の近傍にまで延びて構成されており、その全長は
、筐体１３０の長さと略同等である。
【００３６】
　また、基台１３２は、第一接続部１１０及び第二接続部１２０に対して、伝熱するよう
接触することが好ましい。このように外部の照明器具２００に接触する第一接続部１１０
及び第二接続部１２０に対して基台１３２を接触させれば、ＬＥＤモジュール１３１から
の発熱が基台１３２を通じて直接的に照明器具２００まで伝熱するので、よりいっそうの
放熱効果が期待できる。
【００３７】
　第一接続部１１０は、筐体１３０の一端部に設けられ、先端部が第一ソケット２１０に
着脱可能に取り付けられる口金である。また、第二接続部１２０は、筐体１３０の他端部
に設けられ、先端部が第二ソケット２２０に着脱可能に取り付けられる口金である。
【００３８】
　ここで、本実施の形態では、第一接続部１１０は、アース用のピンであるアースピンを
有するアース用口金であり、第二接続部１２０は、電力を受電する受電用口金である。つ
まり、ランプ１００は、筐体１３０の一方の端部である第二接続部１２０のみから給電を
受ける片側給電である。なお、第一接続部１１０及び第二接続部１２０の詳細な構成につ
いては、後述する。
【００３９】
　ここで、まず、第一接続部１１０の構成について、説明する。
【００４０】
　図３は、本発明の実施の形態１に係る第一接続部１１０の外観を示す斜視図である。
【００４１】
　また、図４Ａ及び図４Ｂは、本発明の実施の形態１に係る第一接続部１１０の構成を示
す平面図である。具体的には、図４Ａは、図３に示された第一接続部１１０を下方から見
た図であり、図４Ｂは、図４Ａに示された第一接続部１１０を左側から見た図である。
【００４２】
　また、図５Ａ及び図５Ｂは、本発明の実施の形態１に係る第一接続部１１０の筐体１３
０側の端部の構成を説明する図である。具体的には、図５Ａは、第二接続部１２０を鉛直
方向に切断した場合の断面図であり、図５Ｂは、図５Ａに示された第二接続部１２０を右
側から見た図である。
【００４３】
　これらの図に示すように、第一接続部１１０は、筐体１３０の一方の端部を蓋するよう
に設けられ、第一本体１１１とアースピン１１２とを備えている。
【００４４】
　第一本体１１１は、樹脂等によって構成される有底筒状形状の第一接続部１１０の本体
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部であり、直管蛍光灯に用いられるＧ型口金と同形状のものを用いることができる。本実
施の形態においては、第一本体１１１は、半分に分解可能に構成され、第一上キャップ部
品１１１ｄ及び第一下キャップ部品１１１ｅを備える。
【００４５】
　第一上キャップ部品１１１ｄ及び第一下キャップ部品１１１ｅは、それぞれネジ止めさ
れ、一体化形の第一本体１１１が構成される。なお、第一本体１１１及び後述する第二本
体１２１は、上述のような半分に分解可能な半割り構造であってもよいし、一体成型品で
あってもよい。
【００４６】
　なお、第一本体１１１（あるいは後述の第二本体１２１）を半割り構造とする場合、構
成する上下キャップ部材のつなぎ目は、端部が重なり合うように組み合せることが好まし
い。本構成により、接合面からの光漏れを低減することができる。
【００４７】
　第一本体１１１の材質は、樹脂材料のような絶縁体、金属材料のような導体のいずれで
もよいが、不要な部分への電気的な短絡を抑制するという観点から、絶縁体が好ましく、
中でも、耐熱性及び絶縁性を有するＰＢＴ（ポリブチレンテレフタレート）が好ましい。
また、第一本体１１１は、照明器具の燃焼を防ぎ、安全性を高めるという観点から、難燃
性を有する材料で形成することが好ましい。
【００４８】
　第一本体１１１の形状は、有底筒状形状に限定されず、以下の第一傾斜面１１１ａを有
していれば、どのような形状であってもよい。なお、第一本体１１１の材質などの諸形成
条件は、第二本体１２１にも同様に適用可能である。第一本体１１１及び第二本体１２１
の構成を同一にすれば、ランプ１００トータルのコスト低減に繋がる。
【００４９】
　ここで、第一本体１１１は、先端部の挿入方向Ｘの端部に、筐体１３０の軸方向におい
て筐体１３０から遠ざかるほど筐体１３０の中心軸に近づく第一傾斜面１１１ａを有して
いる。ここで、挿入方向Ｘとは、照明器具２００に設けられた第一ソケット２１０と第二
ソケット２２０との間に、ランプ１００が挿入される方向であり、具体的には、図４Ａに
示されたＸ方向である。
【００５０】
　また、第一傾斜面１１１ａは、水平方向の長さが第一本体１１１端面から所定の距離（
図４Ａに示された距離Ａ）の長さになり、傾きが所定の傾斜角（図４Ａに示された傾斜角
θ１）になるように傾斜して形成されている。
【００５１】
　なお、この距離Ａの値は特に限定されないが、１ｍｍ以上３ｍｍ以下であるのが好まし
い。ここで、距離Ａとは、筐体１３０の軸方向に対して略垂直な第一本体１１１表面に位
置する端点１１１ｆを通り、筐体１３０の短手方向に対して略水平な線と、管１３０の軸
方向に沿って略平行な本体側面に位置する点１１１ｇを通り、筐体１３０の短手方向に対
して略水平な線とを結ぶ最短距離をいう。
【００５２】
　また、第一傾斜面１１１ａの傾斜角θ１は、特に限定されるものではないが、３０°以
上６０°以下であることが好ましい。傾斜角θ１とは、本体に設けられた傾斜面を形成す
る２点、すなわち、筐体１３０の軸方向に対して略垂直な本体表面に位置する端点１１１
ｆ及び、筐体１３０の軸方向に沿って略平行な本体側面に位置する点１１１ｇを結ぶ線と
、端点１１１ｆを通り、軸方向に略水平な線とがなす角をいう。
【００５３】
　なお、傾斜角θ１は、ランプ１００の全長や、挿入時において照明器具２００とランプ
１００との間で形成されるスペースの大きさなどに応じて、適宜決定すればよい。なお、
本傾斜角θ１の構成は、第二本体１２１に設ける第二傾斜面１２１ａに適用可能である。
【００５４】
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　また、図５Ａ及び図５Ｂに示すように、第一本体１１１の筐体１３０側の端部には、第
一筐体側傾斜面１１１ｂ及び第二筐体側傾斜面１１１ｃが形成されている。具体的には、
第一筐体側傾斜面１１１ｂは、第一本体１１１の筐体１３０側端部の外周縁に形成された
円形状の傾斜面であり、第二筐体側傾斜面１１１ｃは、第一本体１１１の筐体１３０側端
部の内周縁に形成された円形状の傾斜面である。つまり、第一筐体側傾斜面１１１ｂ及び
第二筐体側傾斜面１１１ｃは、第一本体１１１の筐体１３０側の端部に形成された面取り
部分である。
【００５５】
　これにより、例えば、ランプ１００が収容されているケースからランプ１００を取り出
す際に、第一本体１１１の筐体１３０側端部の外側エッジ部分がケースに接触しても、当
該外側エッジ部分に第一筐体側傾斜面１１１ｂが形成されているので、ランプ１００をケ
ースから容易に取り出すことができる。
【００５６】
　また、例えば、筐体１３０を第一本体１１１に挿入してランプ１００を製造する際に、
第一本体１１１の筐体１３０側端部の内側エッジ部分が筐体１３０に接触しても、当該内
側エッジ部分に第二筐体側傾斜面１１１ｃが形成されているので、筐体１３０を破損する
ことなく容易に第一本体１１１に挿入することができる。
【００５７】
　アースピン１１２は、第一本体１１１の先端部から外方に延出されるピンである。アー
スピン１１２は、金属材料で構成されており、金属製の基台１３２とアース接続されてい
る。本実施の形態においては、アースピン１１２と基台１３２とは、樹脂被膜された導線
であるアース配線によってアース接続されている。
【００５８】
　次に、第二接続部１２０の構成について、説明する。
【００５９】
　図６は、本発明の実施の形態１に係る第二接続部１２０の外観を示す斜視図である。
【００６０】
　また、図７Ａ及び図７Ｂは、本発明の実施の形態１に係る第二接続部１２０の構成を示
す平面図である。具体的には、図７Ａは、図６に示された第二接続部１２０を下方から見
た図であり、図７Ｂは、図７Ａに示された第二接続部１２０を左側から見た図である。
【００６１】
　これらの図に示すように、第二接続部１２０は、筐体１３０の他方の端部を蓋するよう
に設けられ、第二本体１２１と一対の受電用ピン１２２とを備えている。
【００６２】
　第二本体１２１は、樹脂等によって構成される有底筒状形状の第二接続部１２０の本体
部であり、第一本体１１１と同様に、直管蛍光灯に用いられるＧ型口金と同形状のものを
用いることができる。本実施の形態においては、第二本体１２１は、第二上キャップ部品
１２１ｃ及び第二下キャップ部品１２１ｄを備え、半分に分解可能に構成される。
【００６３】
　第二上キャップ部品１２１ｃ及び第二下キャップ部品１２１ｄは、ネジによってネジ止
めされ一体化されている。第二本体１２１の形状は、有底筒状形状に限定されず、以下の
第二傾斜面１２１ａを有していれば、どのような形状であってもよい。なお、第二本体１
２１の材質及び形状などは、第一本体１１１における構成と同じであるため、ここでの詳
細な説明は省略する。
【００６４】
　ここで、第二本体１２１は、第二傾斜面１２１ａとガイド部１２１ｂとを有している。
【００６５】
　第二傾斜面１２１ａは、第二本体１２１の先端部の挿入方向Ｘの端部に形成された、筐
体１３０の軸方向において筐体１３０から遠ざかるほど筐体１３０の中心軸に近づく傾斜
面である。ここで、挿入方向Ｘとは、照明器具２００に設けられた第一ソケット２１０と
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第二ソケット２２０との間に、ランプ１００が挿入される方向であり、具体的には、図７
Ａに示されたＸ方向である。
【００６６】
　ガイド部１２１ｂは、第二本体１２１の先端部に形成された、第二接続部１２０の第二
ソケット２２０への取り付けを挿入方向Ｘに案内する突出状の部位である。つまり、第二
傾斜面１２１ａは、ガイド部１２１ｂの挿入方向Ｘの端部に形成されている。
【００６７】
　また、第二傾斜面１２１ａは、水平方向の長さが第二本体１２１端面から所定の距離（
図７Ａに示された距離Ｂ）の長さになり、傾きが所定の傾斜角（図７Ａに示された傾斜角
θ２）になるように傾斜して形成されている。
【００６８】
　ここで、第二傾斜面１２１ａの距離Ｂと傾斜角θ２は、図４Ａに示された第一傾斜面１
１１ａの距離Ａと傾斜角θ１と同様であるので、詳細な説明は省略する。つまり、この距
離Ｂの値は特に限定されないが、第一傾斜面１１１ａの距離Ａと同様に、１ｍｍ以上３ｍ
ｍであるのが好ましい。また、傾斜角θ２の値は特に限定されないが、第一傾斜面１１１
ａの傾斜角θ１と同様に、３０°以上６０°以下であることが好ましい。
【００６９】
　受電用ピン１２２は、第二本体１２１の先端部から外方に延出される一対のピンである
。受電用ピン１２２は、ＬＥＤモジュール１３１を点灯させるための電力を受電する。本
実施の形態では、交流電圧を直流電圧に変換する回路を備える点灯回路がランプ１００内
に設けられており、受電用ピン１２２は、商用の交流電源から交流電圧を受電して、点灯
回路へ当該交流電圧を供給する。
【００７０】
　なお、受電用ピン１２２の形状は、本実施の形態のように直線平板状であってもよいが
、本発明では特に限定されない。例えば、受電用ピン１２２の先端を折り曲げた略Ｌ字状
などの形態を採用してもよい。略Ｌ字状のような非平板状の受電用ピン１２２を採用する
と、器具本体２３０側に設けられたソケット２１０、２２０（図１参照）の挿入孔に受電
用ピン１２２が挿入しても、受電用ピン１２２の折り曲げられた部分が各挿入孔内にてし
っかりと係り留めされるため、器具本体２３０からのランプ１００の落下防止効果が得ら
れる。また、上記のように、折り曲げるなど、複雑な形状の受電用ピン１２２を採用する
と、ソケット２１０、２２０への取付けがスムーズにいかないことが懸念されるが、本発
明のように傾斜面を設ければ、ソケット２１０、２２０への挿入がスムーズになることか
ら、本懸念も解消される。
【００７１】
　なお、第二本体１２１についても、図５Ａ及び図５Ｂに示された第一本体１１１と同様
に、第二本体１２１の筐体１３０側端部の外周縁及び内周縁には円形状の面取り部分であ
る傾斜面が形成されている。そして、当該傾斜面により、第一本体１１１に形成された第
一筐体側傾斜面１１１ｂ及び第二筐体側傾斜面１１１ｃと同様の効果を奏する。
【００７２】
　なお、傾斜面（第一傾斜面１１１ａ、第二傾斜面１２１ａ）は、第一接続部１１０及び
第二接続部１２０の双方に形成されていなくともよく、第一接続部１１０及び第二接続部
１２０のうち少なくとも一方に形成されていればよい。また、第一筐体側傾斜面１１１ｂ
及び第二筐体側傾斜面１１１ｃについても、第一本体１１１に形成されていなくともよく
、同様に第二本体１２１の筐体１３０側端部の外周縁及び内周縁にも傾斜面が形成されて
いなくともよい。
【００７３】
　次に、照明器具２００が備える第一ソケット２１０及び第二ソケット２２０の構成につ
いて詳述する。
【００７４】
　図８Ａは、本発明の実施の形態１に係る照明器具２００が備える第一ソケット２１０及



(10) JP 5834220 B2 2015.12.16

10

20

30

40

50

び第二ソケット２２０の構成を示す平面図である。また、図８Ｂは、本発明の実施の形態
１に係る第一ソケット２１０の構成を示す正面図であり、図８Ｃは、本発明の実施の形態
１に係る第二ソケット２２０の構成を示す正面図である。
【００７５】
　これらの図に示すように、第一ソケット２１０は、円柱形状の部位であり、第一ソケッ
ト傾斜面２１０ａと第一取付孔２１０ｂとを備えている。また、第二ソケット２２０は、
円柱形状の部位であり、第二ソケット傾斜面２２０ａと第二取付孔２２０ｂとを備えてい
る。
【００７６】
　第一ソケット傾斜面２１０ａは、第一ソケット２１０の先端部の下端部に形成された傾
斜面である。具体的には、第一ソケット傾斜面２１０ａは、第一ソケット２１０の先端部
に近づくほど第一ソケット２１０の中心軸に近づく傾斜面である。
【００７７】
　第一取付孔２１０ｂは、第一接続部１１０を第一ソケット２１０に取り付けるための孔
であり、第一接続部１１０の正面及び下方に開口した孔である。この第一取付孔２１０ｂ
に第一接続部１１０のアースピン１１２が下方から挿入されることで、第一接続部１１０
を第一ソケット２１０に取り付けることができる。
【００７８】
　第二ソケット傾斜面２２０ａは、第二ソケット２２０の先端部の下端部に形成された傾
斜面である。具体的には、第二ソケット傾斜面２２０ａは、第二ソケット２２０の先端部
に近づくほど第二ソケット２２０の中心軸に近づく傾斜面である。
【００７９】
　第二取付孔２２０ｂは、第二接続部１２０を第二ソケット２２０に取り付けるための孔
であり、第二接続部１２０の正面及び下方に開口した孔である。この第二取付孔２２０ｂ
に第二接続部１２０の一対の受電用ピン１２２が下方から挿入されることで、第二接続部
１２０を第二ソケット２２０に取り付けることができる。
【００８０】
　なお、第一ソケット２１０及び第二ソケット２２０の材質は、第一本体１１１や第二本
体１２１と同様に、ＰＢＴなどの樹脂等が好ましいが、金属であってもよい。また、第一
ソケット２１０及び第二ソケット２２０の形状は、円柱形状に限定されず、また、第一ソ
ケット傾斜面２１０ａ及び第二ソケット傾斜面２２０ａを有していなくともよい。
【００８１】
　次に、ランプ１００の照明器具２００への取り付けについて、以下に説明する。
【００８２】
　図９、図１０Ａ及び図１０Ｂは、本発明の実施の形態１に係るランプ１００の照明器具
２００への取り付けを説明する図である。
【００８３】
　まず、図９に示すように、ランプ１００が照明器具２００の下方に配置される。そして
、挿入方向Ｘへ向けて、照明器具２００の第一ソケット２１０と第二ソケット２２０との
間にランプ１００が挿入され、照明器具２００に取り付けられる。
【００８４】
　具体的には、図１０Ａに示すように、ランプ１００が第一ソケット２１０と第二ソケッ
ト２２０との間に挿入される際に、第一ソケット２１０にランプ１００の第一接続部１１
０の先端のエッジ部分が接触する、または第二ソケット２２０にランプ１００の第二接続
部１２０の先端のエッジ部分が接触する場合がある。
【００８５】
　ここで、当該接触するエッジ部分には、第一傾斜面１１１ａまたは第二傾斜面１２１ａ
が形成されている。このため、第一ソケット２１０に第一傾斜面１１１ａが接触する、ま
たは第二ソケット２２０に第二傾斜面１２１ａが接触することで、ランプ１００を第一ソ
ケット２１０と第二ソケット２２０との間にスムーズに挿入することができる。
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【００８６】
　なお、第一ソケット２１０及び第二ソケット２２０には第一ソケット傾斜面２１０ａ及
び第二ソケット傾斜面２２０ａが形成されている。このため、第一ソケット傾斜面２１０
ａに第一傾斜面１１１ａが接触する、または第二ソケット傾斜面２２０ａに第二傾斜面１
２１ａが接触することで、ランプ１００を第一ソケット２１０と第二ソケット２２０との
間に、さらにスムーズに挿入することができる。
【００８７】
　そして、ランプ１００が挿入方向Ｘに向けてさらに挿入されることで、第一ソケット２
１０の第一取付孔２１０ｂにアースピン１１２が挿入され、第二ソケット２２０の第二取
付孔２２０ｂに受電用ピン１２２が挿入される。なお、受電用ピン１２２は、ガイド部１
２１ｂにより挿入方向Ｘに案内されて、第二取付孔２２０ｂに挿入される。
【００８８】
　そして、図１０Ｂに示すように、第一ソケット２１０と第二ソケット２２０との間に挿
入されたランプ１００を、中心軸まわりに９０度回転することで、ランプ１００が照明器
具２００に固定される。なお、ランプ１００の回転方向及び回転角は限定されず、どちら
の方向に何度回転させて照明器具２００に固定することにしてもよい。
【００８９】
　図１１は、本発明の実施の形態１に係るランプ１００が照明器具２００に取り付けられ
た状態を示す断面図である。
【００９０】
　同図に示すように、ランプ１００が照明器具２００に取り付けられた場合、ランプ１０
０の筐体１３０内方の基台１３２が照明器具２００側に配置される。つまり、照明器具２
００に近い側から、基台１３２、実装基板１３１ｂ、ＬＥＤ１３１ａの順に配置される。
【００９１】
　このように、図９及び図１０Ａ等に示された挿入方向Ｘは、ランプ１００が照明器具２
００に取り付けられた場合に基台１３２が照明器具２００側に配置されるように、ランプ
１００が照明器具２００に挿入される方向である。
【００９２】
　以上のように、本発明に係るランプ１００によれば、２つの接続部（第一接続部１１０
、第二接続部１２０）のうち少なくとも一方の接続部は、先端部の挿入方向の端部に、筐
体１３０から遠ざかるほど筐体１３０の中心軸に近づく傾斜面（第一傾斜面１１１ａ、第
二傾斜面１２１ａ）を有する。このため、ランプ１００を照明器具２００に取り付ける際
に、照明器具２００のソケット（第一ソケット２１０、第二ソケット２２０）にランプ１
００の接続部（口金）の先端部分が接触しても、当該ソケットにはランプ１００の口金の
当該傾斜面が接触するため、ランプ１００を一対のソケットの間にスムーズに挿入するこ
とができる。これにより、ランプ１００を照明器具２００にスムーズに取り付けることが
できる。
【００９３】
　また、第二傾斜面１２１ａは、第二ソケット２２０への取り付けを案内する突出状のガ
イド部１２１ｂの端部に形成されている。ここで、ガイド部１２１ｂは突出状であるので
、ランプ１００を照明器具２００に取り付ける際に、第二ソケット２２０にガイド部１２
１ｂが接触しやすい。このため、第二傾斜面１２１ａを形成することで、第二ソケット２
２０には第二傾斜面１２１ａが接触するため、ランプ１００を一対のソケットの間にスム
ーズに挿入することができる。これにより、ランプ１００を照明器具２００にスムーズに
取り付けることができる。
【００９４】
　また、ランプ１００が照明器具２００に取り付けられた場合に基台１３２が照明器具２
００側に配置されるように、ランプ１００が照明器具２００に挿入される方向を挿入方向
Ｘとし、接続部の挿入方向Ｘの端部に傾斜面を形成する。ここで、ＬＥＤ１３１ａが照明
器具２００側に配置された場合には、ＬＥＤ１３１ａから発光される光が照明器具２００
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に妨げられるため、基台１３２を照明器具２００側に配置して、当該光を照明器具２００
とは逆側の向きに発光させる必要がある。このため、接続部の傾斜面を目印として、当該
傾斜面を照明器具２００に向けて挿入することで、ランプ１００を照明器具２００にスム
ーズに取り付けることができるとともに、ＬＥＤ１３１ａからの光が照明器具２００とは
逆側の向きに発光するように配置することができる。
【００９５】
　また、本発明は、このようなランプ１００として実現することができるだけでなく、ラ
ンプ１００と照明器具２００とを備える照明装置１０として実現することもできる。
【００９６】
　（変形例）
　次に、本発明に係るランプの変形例について、図面を用いて説明する。
【００９７】
　（変形例１）
　まず、本発明の実施の形態１の変形例１に係るランプ３００について説明する。
【００９８】
　図１２Ａ及び図１２Ｂは、本発明の実施の形態１の変形例１に係るランプ３００の構成
を示す平面図である。ここで、図１２Ｂは、図１２Ａに示されたランプ３００の第一接続
部３１０を左側から見た図である。
【００９９】
　本変形例に係るランプ３００が、本発明の実施の形態１に係るランプ１００と異なる点
は、第一傾斜面３１１ａを有する第一接続部３１０を備えることである。つまり、第一接
続部３１０は、第一傾斜面３１１ａを有する第一本体３１１を備えている。
【０１００】
　なお、本変形例におけるその他の構成要素は、本発明の実施の形態１に係るランプ１０
０と基本的には同じである。従って、図１２Ａ及び図１２Ｂにおいて、図４Ａ及び図４Ｂ
に示す構成要素と同じ構成要素については、同じ符号を付しており、その詳しい説明は省
略化または簡略化する。
【０１０１】
　これらの図に示すように、第一傾斜面３１１ａは、第一本体３１１の先端部に、全周に
わたって形成されている。
【０１０２】
　例えば、ＬＥＤ１３１ａが筐体１３０の全周方向に光を発するような構成の場合には、
ランプ３００の照明器具２００への挿入方向を考慮する必要はないため、全周にわたって
第一傾斜面３１１ａが形成されていれば、どの方向からでも挿入でき、ランプ３００の照
明器具２００への取り付けが容易である。
【０１０３】
　なお、本変形例は、本発明の実施の形態１に係る第二接続部１２０にも同様に適用でき
る。つまり、第二接続部１２０が、第二本体１２１の先端部に全周にわたって形成された
、本変形例における第一傾斜面３１１ａと同様の傾斜面を有することにしてもよい。
【０１０４】
　（変形例２）
　次に、本発明の実施の形態１の変形例２に係るランプ４００について説明する。
【０１０５】
　図１３Ａ及び図１３Ｂは、本発明の実施の形態１の変形例２に係るランプ４００の構成
を示す平面図である。ここで、図１３Ｂは、図１３Ａに示されたランプ４００の第一接続
部４１０を左側から見た図である。
【０１０６】
　本変形例に係るランプ４００が、本発明の実施の形態１に係るランプ１００と異なる点
は、第一傾斜面４１１ａを有する第一接続部４１０を備えることである。つまり、第一接
続部４１０は、第一傾斜面４１１ａを有する第一本体４１１を備えている。
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【０１０７】
　なお、本変形例におけるその他の構成要素は、本発明の実施の形態１に係るランプ１０
０と基本的には同じである。従って、図１３Ａ及び図１３Ｂにおいて、図４Ａ及び図４Ｂ
に示す構成要素と同じ構成要素については、同じ符号を付しており、その詳しい説明は省
略化または簡略化する。
【０１０８】
　これらの図に示すように、第一傾斜面４１１ａは、第一本体４１１の先端部に全周にわ
たって形成され、第一傾斜面４１１ａの外側に、第２の傾斜面が形成されている。このよ
うに、２段の傾斜面が形成されていても、本発明の実施の形態１に係るランプ１００と同
様の効果を奏する。なお、傾斜面は３段以上あってもよい。
【０１０９】
　なお、本変形例は、本発明の実施の形態１に係る第二接続部１２０にも同様に適用でき
る。つまり、第二接続部１２０が、第二本体１２１の先端部に全周にわたって形成された
、本変形例における第一傾斜面４１１ａと同様の傾斜面を有することにしてもよい。
【０１１０】
　（変形例３）
　次に、本発明の実施の形態１の変形例３に係るランプ５００について説明する。
【０１１１】
　図１４Ａ及び図１４Ｂは、本発明の実施の形態１の変形例３に係るランプ５００の構成
を示す平面図である。ここで、図１４Ｂは、図１４Ａに示されたランプ５００の第一接続
部５１０を左側から見た図である。
【０１１２】
　本変形例に係るランプ５００が、本発明の実施の形態１に係るランプ１００と異なる点
は、第一傾斜面５１１ａを有する第一接続部５１０を備えることである。つまり、第一接
続部５１０は、第一傾斜面５１１ａを有する第一本体５１１を備えている。
【０１１３】
　なお、本変形例におけるその他の構成要素は、本発明の実施の形態１に係るランプ１０
０と基本的には同じである。従って、図１４Ａ及び図１４Ｂにおいて、図４Ａ及び図４Ｂ
に示す構成要素と同じ構成要素については、同じ符号を付しており、その詳しい説明は省
略化または簡略化する。
【０１１４】
　これらの図に示すように、第一傾斜面５１１ａは、第一本体５１１の先端部に、半球面
形状に形成されている。
【０１１５】
　このように、第一傾斜面５１１ａは、平面には限定されず、曲面であってもよく、本発
明の実施の形態１に係るランプ１００と同様の効果を奏する。なお、第一傾斜面５１１ａ
は、第一本体５１１の先端部のみ曲面であったり、曲面と平面とが混在していたりしても
よい。
【０１１６】
　なお、本変形例は、本発明の実施の形態１に係る第二接続部１２０にも同様に適用でき
る。つまり、第二接続部１２０が、第二本体１２１の先端部に形成された、本変形例にお
ける第一傾斜面５１１ａと同様の傾斜面を有することにしてもよい。
【０１１７】
　（変形例４）
　次に、本発明の実施の形態１の変形例４に係るランプ６００について説明する。
【０１１８】
　図１５Ａ及び図１５Ｂは、本発明の実施の形態１の変形例４に係るランプ６００の構成
を示す平面図である。ここで、図１５Ｂは、図１５Ａに示されたランプ６００の第一接続
部６１０を右側から見た図である。
【０１１９】
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　本変形例に係るランプ６００が、本発明の実施の形態１に係るランプ１００と異なる点
は、筐体１３０との接続箇所である嵌合部６１１ａを有する第一接続部６１０を備えるこ
とである。つまり、第一接続部６１０は、嵌合部６１１ａを有する第一本体６１１を備え
ている。
【０１２０】
　なお、本変形例におけるその他の構成要素は、本発明の実施の形態１に係るランプ１０
０と基本的には同じである。従って、図１５Ａ及び図１５Ｂにおいて、図４Ａ及び図４Ｂ
に示す構成要素と同じ構成要素については、同じ符号を付しており、その詳しい説明は省
略化または簡略化する。
【０１２１】
　これらの図に示すように、嵌合部６１１ａは、筐体１３０の内側に嵌め合うように挿入
される円筒形状の部位であり、嵌合部６１１ａが筐体１３０に挿入されることで、第一接
続部６１０が筐体１３０に接続される。
【０１２２】
　ここで、第一接続部６１０の外径は、筐体１３０の外径と同じ長さである。このため、
例えば、ランプ６００が収容されているケースからランプ６００を取り出す際に、第一本
体６１１の筐体１３０側端部のエッジ部分がケースに接触するようなことがなく、ランプ
６００をケースから容易に取り出すことができる。
【０１２３】
　なお、本変形例は、本発明の実施の形態１に係る第二接続部１２０にも同様に適用でき
る。つまり、第二接続部１２０の外径が筐体１３０の外径と同じ長さであり、第二接続部
１２０が、本変形例における嵌合部６１１ａと同様の部位を有することにしてもよい。
【０１２４】
　以上、本発明に係るランプ及び照明装置について、実施の形態及び変形例に基づいて説
明したが、本発明は、これらの実施の形態及び変形例に限定されるものではない。
【０１２５】
　例えば、上記の実施の形態では、筐体の一方の端部から給電される片側給電形のＬＥＤ
ランプについて説明したが、筐体の両端から給電される両端給電形であってもよい。また
、片側給電形のＬＥＤランプであっても、本実施の形態のようにアース用口金を用いずに
口金部分を構成しても構わない。この場合、アース用口金の箇所には、アース用口金に換
えて、照明器具のソケットに装着できるような構造を有するソケット取り付け専用の装着
用口金を設けることができる。
【０１２６】
　また、上記の実施の形態において、半導体発光素子としてＬＥＤを例示したが、半導体
レーザ及び有機ＥＬ（Ｅｌｅｃｔｒｏ　Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）であってもよい。
【０１２７】
　その他、本発明の要旨を逸脱しない範囲内で当業者が思いつく各種変形を施したものも
本発明の範囲内に含まれる。また、発明の趣旨を逸脱しない範囲で、複数の実施の形態に
おける各構成要素を任意に組み合わせてもよい。
【産業上の利用可能性】
【０１２８】
　本発明は、ＬＥＤ等の半導体発光素子が用いられるランプ等に広く利用することができ
る。
【符号の説明】
【０１２９】
　　１０　　照明装置
　１００、３００、４００、５００、６００　ランプ
　１１０、３１０、４１０、５１０、６１０　第一接続部
　１１１、３１１、４１１、５１１、６１１　第一本体
　１１１ａ、３１１ａ、４１１ａ、５１１ａ　第一傾斜面
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　１１１ｂ　第一筐体側傾斜面
　１１１ｃ　第二筐体側傾斜面
　１１１ｄ　第一上キャップ部品
　１１１ｅ　第一下キャップ部品
　１１２　　アースピン
　１２０　　第二接続部
　１２１　　第二本体
　１２１ａ　第二傾斜面
　１２１ｂ　ガイド部
　１２１ｃ　第二上キャップ部品
　１２１ｄ　第二下キャップ部品
　１２２　　受電用ピン
　１３０　　筐体
　１３１　　ＬＥＤモジュール
　１３１ａ　ＬＥＤ
　１３１ｂ　実装基板
　１３２　　基台
　２００　　照明器具
　２１０　　第一ソケット
　２１０ａ　第一ソケット傾斜面
　２１０ｂ　第一取付孔
　２２０　　第二ソケット
　２２０ａ　第二ソケット傾斜面
　２２０ｂ　第二取付孔
　２３０　　器具本体
　２３０ａ　内面
　６１１ａ　嵌合部
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